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会 長  山 根 義 久  

(公印及び契印の押印は省略) 

 

東京電力株式会社福島第一原子力発電所から半径 20 キロメートル圏内に生

存している牛の流通の防止等について 

 

このことについて、平成 24年 5月 15日付け 24生畜第 237号をもって、農林水産省生産

局畜産部畜産振興課長及び食肉鶏卵課長から別添写しのとおり通知がありました。貴会関

係者に周知方よろしくお願いいたします。 

このたびの通知は、東京電力株式会社福島第一原子力発電所から半径 20キロメートル圏

内（以下、旧警戒区域という）に生存している牛の流通及び繁殖を防止するため、個々の

牛に対しマーキングや個体識別番号の確認の励行について、本会会員へ周知の依頼をした

ものです。 

なお、旧警戒地域に生存している家畜及びその子孫(以下、対象家畜という)の取扱いに

ついては、本年 4月 5日付けで原子力災害対策本部長から新たな指示が発出され、対象家

畜のうち牛については、別添のマーキング及び耳標による個体管理を徹底することにより、

流通及び繁殖を防止することとなりました。 

また、旧警戒地域の牛の確認のために、下記の（独）家畜改良センターのホームページ

にて牛の個体識別番号を公表（※）し、あわせてこれらの牛の個体識別番号の検索用エク

セルファイルを提供するとともに、当該区域で耳標が装着されていない牛については、早

急に耳標を装着し、個体識別番号の追加公表を行っていくとのことです。 

 

   
   
   
   



記   
 

家畜改良センターホームページURL： https://www.id.nlbc.go.jp/html/kouhyou.html 

 

※：畜舎内で死亡していたもの等、未だ死亡の確認ができないものがあるため、それらの

牛の番号も公表しています。 
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